
 
 

 

 

 

 

 

 

 

●対象の概要  

管内には、前年度末で586名の認定農業者がお

り、そのうち畜産や露地野菜の大規模経営を行っ

ている農業者においては、雇用の確保や信用力の

強化などを目的に法人化している。 

また、法人化していない認定農業者の中でも雇

用の確保や円滑な経営継承のため法人化に興味

があるものの、漠然と法人化を検討しているだけ

で、法人化を後押しするような具体的なメリット

を見い出せない農業者もいる。 

 

●課題を取り上げた理由  

管内の認定農業者の農業法人は、平成27年３月

末現在55法人で、畜産や露地野菜を中心に大規模

経営を行っている農業者が多く、近年は毎年３～

４件が法人化し、認定農業者にもなっている。 

しかしながら、税金対策として法人化した場合

は、法人化により発生する経費の負担や事務処理

等の煩雑さに法人化のメリットを十分活かせて

いない経営者もいる。また、法人化すること自体

が目的になっており、法人化してどのような農業

経営をやっていきたいか、明確なビジョンを持ち

合わせていない農業者もいる。 

そこで、法人化のメリット、デメリットを十分

に説明し理解を得た上で、経営発展の手法として

の法人化へ誘導することが必要である。 

図―１ 近年の農業法人の認定農業者数の推移 
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●普及活動の経過  

１ 法人制度の周知 

 平成27年度は、春先の野菜の高騰による税金対

策や周辺農業者の高齢化による農地の受け皿と

して法人化を検討したいという農業者がいた。こ

のため法人化志向農業者に対しては、法人化のメ

リット、デメリット、会社の形態、法人設立に係

る期間や経費等について説明し、制度に関する知

識の周知を行った。 

 

２ 専門家を招いた個別相談会の実施 

 具体的に法人化を検討する農業者に対しては、

税理士や司法書士を招いて個別の法人化相談会

を実施した。相談会では、市農林主務課や市農業

委員会も同席し、法人設立後に円滑に認定農業者

への誘導や農地の利用権設定などが行われるよ

う、法人化の課題を共有した。 

 対象によっては、１回だけでなく複数回相談会

を設けることで、法人化に係る課題を丁寧に解決

し、課題を残したまま法人化することのないよう

留意した。 

表－１ 法人化相談会の開催実績 

日時 対象者 専門家 相談内容 

平成27年 

7月8日 

認定農業者A 税理士 未収穫農産物の棚卸、資

産の引き継ぎ 

平成27年 

7月8日 

認定農業者B 

C,認定新規D 

税理士 共同販売目的の法人の

運営 

平成27年 

7月15日 

認定農業者E 税理士 法人化のメリット、デメ

リット 

平成27年 

7月15日 

認定農業者F 税理士 法人設立の具体的な事

務処理 

平成27年 

7月28日 

認定農業者A 

G 

税理士 作業支援を主体とした

法人の設立 

平成27年 

8月18日 

認定農業者B 

C,認定新規D 

税理士 共同経営における公平

な利益配分 

平成27年 

8月18日 

認定農業者H 税理士 法人化による社会保険

の負担額 

平成27年 

8月18日 

認定農業者G 司法書

士 

生産法人の要件を満た

す構成員の選定 
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３ 法人化に係る個別課題の解決について 

 個人から法人に経営を継承する場合、資産の引

き継ぎを円滑に行う必要がある。 

 その場合特に問題となるのが、法人化する個人

が補助事業で導入した資産を所有している場合

である。 

事前に法人への持ち込みが可能かどうか、可能

な場合の処理について確認した。持ち込める場合

は、目的外使用により補助金返還にならないよう

に、事業担当課と十分協議のうえ、法人設立前に

事務処理が終了するよう余裕を持って進めるこ

ととした。 

また、未収穫農産物などの棚卸資産は、個人で

は計上していない場合があるが、法人設立を機に

正確に評価して、持ち込むことが必要で、簡易な

原価計算による評価額算定方法を支援した。 

さらに、個人が農業制度資金の活用を検討して

いる場合は、借入のタイミングや借入れた負債を

引き継ぐための処理を合わせて金融機関と情報

共有して、スムーズに行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家を招いた個別相談会 

 

４ 法人化後の支援 

 法人設立後は、経営開始のための諸手続きが必

要であるが、その手続きの際にもできるだけ同席

し、資産の引き継ぎにかかる部分について確認を

行った。 

 また、法人での認定農業者に誘導するべく、経

営改善計画の作成支援の際、きめ細かな聞き取り

を行い、法人化後の経営発展・安定のための当初

５年間の中期計画の作成を行い、経営者と課題の

共有を図った。 

 

５ 法人化（経営継承）研修会の開催 

 経営継承の一つの手法としての法人化を推進

するため、研修会を開催し、32名の農業者が出席

し、経営移譲の事例や法人化等について知識を深

めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発展につなげる経営継承研修会 

 

●普及活動の成果 

１ 平成27年度には、新規に法人化した経営体が

５件、新規に認定農業者になった法人が７件、

認定新規就農者となった法人が１件となった。 

 

２ 法人化相談会を開催したが、27年度中に法人

化を見合わせた農業者についても、今後時期を

見て法人化を予定している。 

  また、複数戸で共同経営の法人化を希望して

いた農業者は、設立に向けての課題が解決しな

かったため、法人化を見送った。 

 

●今後の普及活動の課題 

 法人化を志向する農業者の中には税金対策を

目的に検討している農業者もおり、法人化後に必

要となる経費の負担増を想定していない場合も

多い。特に社会保険料の負担増は、法人化のブレ

ーキになっているケースもある。 

 逆に充分な経営基盤が確保できていないのに

法人化し、売上や利益が出づらい赤字経営の法人

もいる。 

 法人化することが、経営者自身の望むメリット

を活かすことができない場合や、活かしたいメリ

ットが明確にできていない場合は、再考するよう

促すことが必要と思われる。 

 このため、個々の経営課題を踏まえつつ法人化

の意向と照らし合わせて支援を行うとともに、関

係機関との連携と役割分担により、対象者に対し

てより効率的な支援を行うことが重要である。 

また、法人化後は、会計事務所との連携により、

決算検討会等を開催し、より高度な経営改善支援

を継続していく。 

 

（画像） 

 


